
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 に接続するためのメモリインタフェースおよび無線通信手段を有する
メモリと；
　上記 メモリの上記 通信手段によって送信されたデータを蓄積する蓄積装置と；
　上記 メモリによる上記蓄積装置の利用権利を登録するために、ネットワークを介し
て上記 メモリの識別情報を上記蓄積装置に登録する と；
　を有し、

無線通信システム。
【請求項２】
　 メモリインタフェースお
よび無線通信手段を有する メモリからのデータをネットワークを介して外部の蓄積装
置に蓄積するサービスの管理方法において、
　 が、上記 メモリの識別
情報 上記蓄積装置に登録し、上
記蓄積装置の利用権を登録する工程と；
　 識別情報が登録された メモリに対し、上記蓄積装置へのデー
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情報処理装置 仮想

仮想 無線
仮想
仮想 携帯電話機

ユーザによる上記携帯電話機の操作に基づいて、上記仮想メモリの識別情報と
上記蓄積装置の利用条件とが、ネットワークを介して、上記蓄積装置に登録されると、所
定期間の間、上記登録された利用条件に従って、上記登録された識別情報の仮想メモリが
有する上記無線通信手段によって送信されたデータを、上記蓄積装置が蓄積することを許
可することを特徴とする仮想メモリ

情報処理装置にメモリインタフェースを介して接続され、上記
仮想

ユーザによる携帯電話機の操作に基づいて、上記携帯電話機 仮想
と上記蓄積装置の利用条件とを、ネットワークを介して、

上記携帯電話機により 仮想



タ蓄積を所定期間の間、 許可する工程
と；
　を有することを特徴とする管理方法。
【請求項３】
　請求項 において、
　上記 による上記利用 の登録は、上記蓄積装置へのデータ蓄積可能なメモ
リ容量の設定も含まれることを特徴とする管理方法。
【請求項４】
　請求項 において、
　上記 による上記利用 の登録は、利用料金に応じて上記蓄積装置へのデー
タ蓄積可能なメモリ容量を決定することを特徴とする管理方法。
【請求項５】
　請求項 において、
　上記 は、上記蓄積装置のユーザ登録を行うためのポータルサイトにアクセス
し、上記識別情報 の登録を行うことを特徴とする管理方法。
【請求項６】
　請求項 において、
　上記 メモリは、上記 が上記メモリインタフェースを介して書き込み処
理を行ったデータを上記無線通信手段によって送信することを特徴とする 。
【請求項７】
　請求項 において、
　上記蓄積装置の は、上記蓄積装置へのデータ蓄積と読出しとを管理するための第
１のパラメータと、データの読出しを管理するための第２のパラメータとによって管理さ
れることを特徴とする管理方法。
【請求項８】
　請求項 において、
　上記蓄積装置への は、上記 から が登録されてから第１の時
間が経過するまでは、上記 メモリの無線通信手段を利用して上記蓄積装置へのデータ
蓄積と上記蓄積装置からのデータ読み出しとが可能であり、上記第１の時間が経過してか
ら第２の時間が経過するまでは、上記 メモリの 通信手段を利用して上記蓄積装置
からのデータ読み出しが可能であり、上記蓄積装置へのデータ蓄積が不可能であり、上記
第２の時間経過後は、データの蓄積と読み出しとが不可能となるように管理されることを
特徴とする管理方法。
【請求項９】
　
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、 無線通信システムおよびデータ蓄積サービスの管理方法に関する
。
【０００２】
【従来の技術】
近年のメモリ技術の進歩はめざましく、その蓄積容量は年々増え続けている。このメモリ
応用製品として、ＰＣカードやＣＦカード等のメモリカードが一般に広く普及している。
【０００３】
上記メモリカードは、デジタルカメラ、ビデオカメラ等の撮影装置等によく使用されてい
る。
【０００４】
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上記登録された利用条件に従って、上記蓄積装置が

２
携帯電話機 条件

２
携帯電話機 条件

２
携帯電話機

と上記利用条件と

２
仮想 情報処理装置

管理方法

２
利用権

２
利用権 携帯電話機 上記利用権

仮想

仮想 無線

請求項２において、
上記仮想メモリは、上記情報処理装置からはメモリとして認識されることを特徴とする

管理方法。

仮想メモリ



上記のようなメモリカードの容量は、コストと比例関係にあり、たとえばデジタルカメラ
のユーザは、コストと容量との兼ね合いを考え、任意のデータ容量のメモリカードを購入
し、使用している。メモリカードは、購入したら容量は変わらないので、ユーザは、将来
必要になるであろう最大容量を勘案し、一般に大きめの容量のメモリカードを購入する。
【０００５】
そして、メモリカードに記録された画像データを、コンピュータのハードディスク等に一
旦転送し、コンピュータで閲覧し、印刷する。
【０００６】
一方、近年の通信技術の進歩によって、デジタルカメラに携帯電話等を接続し、画像デー
タを遠隔地のデータサーバに転送して保管できるサービスが提案されている。このような
サービスは、ユーザがデータサーバ提供者と予め契約し、撮影してカメラ内のメモリに蓄
積されている画像を、データサーバに転送して利用される。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、メモリカード購入時に、メモリ容量がどれほど必要であるのかが決まっていない
ことが多いので、ほとんどのユーザは、必要以上に大容量のメモリを購入することがある
という問題がある。また、小容量のメモリを購入して容量不足が発生することがあるとい
う問題もあり、この場合は、大容量のメモリを買い直す必要がある。結局、無駄な出費を
強いられているという問題がある。
【０００８】
　本発明は、 購入コストを低減することができるようにすることを目的と
する。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　

　

【００１０】
【発明の実施の形態および実施例】
本発明は、遠隔地に設置されているデータサーバのメモリ空間を、無線通信手段を用いて
通信端末と接続し、あたかも上記通信端末内に、データサーバのメモリと同じメモリ空間
が存在するかのように使用する仮想メモリ無線通信システムである。
【００１１】
上記通信端末を、メモリカード型の筐体に格納すれば、メモリカードを用いるさまざまな
機器で、通信機能を意識することなく、この仮想メモリシステムを適用することができる
。
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無駄なメモリの

本発明は、情報処理装置に接続するためのメモリインタフェースおよび無線通信手段を
有する仮想メモリと、上記仮想メモリの上記無線通信手段によって送信されたデータを蓄
積する蓄積装置と、上記仮想メモリによる上記蓄積装置の利用権利を登録するために、ネ
ットワークを介して上記仮想メモリの識別情報を上記蓄積装置に登録する携帯電話機とを
有し、ユーザによる上記携帯電話機の操作に基づいて、上記仮想メモリの識別情報と上記
蓄積装置の利用条件とが、ネットワークを介して、上記蓄積装置に登録されると、所定期
間の間、上記登録された利用条件に従って、上記登録された識別情報の仮想メモリが有す
る上記無線通信手段によって送信されたデータを、上記蓄積装置が蓄積することを許可す
ることを特徴とする仮想メモリ無線通信システムを提供する。

また、本発明は、情報処理装置にメモリインタフェースを介して接続され、上記メモリ
インタフェースおよび無線通信手段を有する仮想メモリからのデータをネットワークを介
して外部の蓄積装置に蓄積するサービスの管理方法において、ユーザによる携帯電話機の
操作に基づいて、上記携帯電話機が、上記仮想メモリの識別情報と上記蓄積装置の利用条
件とを、ネットワークを介して、上記蓄積装置に登録し、上記蓄積装置の利用権を登録す
る工程と、上記携帯電話機により識別情報が登録された仮想メモリに対し、上記蓄積装置
へのデータ蓄積を所定期間の間、上記登録された利用条件に従って、上記蓄積装置が許可
する工程とを有することを特徴とする管理方法を提供する。



【００１２】
［第１の実施例］
図１は、本発明の第１の実施例である仮想メモリ通信システムＭＣＳ１を示す図である。
【００１３】
仮想メモリ通信システムＭＣＳ１は、デジタルカメラ２０１に用いられている。つまり、
デジタルカメラ２０１のＣＦカードスロットに、仮想メモリカード２０２が取り付けられ
る。仮想メモリカード２０２の外形は、ＣＦ（ＣｏｍｐａｃｔＦｌａｓｈ）カード型であ
り、無線通信機能を備え、第１の基地局２０８を介して、電話網２１０に接続することが
でき、データサーバ２０３と通信することが可能である。
【００１４】
データサーバ２０３は、図示しない通信部によって電話網２１０に接続され、デジタルカ
メラ２０１から受信した画像を蓄積する大容量記憶装置２０４を有する。
【００１５】
ブラウザ機能を有する携帯電話２０５は、第２の基地局２０９を介して、電話網２１０に
接続することができ、電話局２０６のポータルサイト２０７にアクセスすることが可能で
ある。
【００１６】
データサーバ２０３と電話局２０６とは、インターネット２１１に接続されている。
【００１７】
データサーバ２０３の運用者が電話会社と契約したユーザ登録ページが、ポータルサイト
２０７に予め設定され、ユーザは、携帯電話２０５のブラウザ機能を用いて、ポータルサ
イト２０７のユーザ登録ページにアクセスし、ＩＤを登録することによって、仮想メモリ
カード２０２の使用権利を登録する。
【００１８】
ポータルサイト２０７のユーザ登録ページに登録された使用権利は、電話網２１０または
インターネット２１１を介して、データサーバ２０３に通知され、大容量記憶装置２０４
へのユーザ（仮想メモリカード２０２）毎のアクセス権が許可される。
【００１９】
デジタルカメラ２０１が、仮想メモリカード２０２にアクセスすると、仮想メモリカード
２０２は、電話網２１０を介して、データサーバ２０３と通信し、接続し、大容量記憶装
置２０４へのアクセスが実行される。
【００２０】
デジタルカメラ２０１で撮影すると、この撮影された画像データは、仮想メモリカード２
０２を介して無線送信され、大容量記憶装置２０４に蓄積される。デジタルカメラ２０１
で上記撮影画像を閲覧する場合、大容量記憶装置２０４に蓄積されている画像データが、
仮想メモリカード２０２に無線送信され、デジタルカメラ２０１に表示される。
【００２１】
データサーバ２０３は、インターネット２１１にも接続され、大容量記憶装置２０４に蓄
積されている画像は、ＨＴＭＬ形式のホームページとして変換され、インターネットに接
続されたＰＣ等の閲覧端末装置から、閲覧可能である。
【００２２】
携帯電話２０５は、インターネット接続機能を備え、電話局２０６を介してインターネッ
ト２１１に接続でき、画像を閲覧することができる。
【００２３】
データサーバ２０３へのアクセス権利は、予め定めた期間だけ登録され、一定期間を経過
したら、消滅する。
【００２４】
次に、データサーバ２０３へのアクセス権利に関する登録から消滅までについて説明する
。
【００２５】
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図２は、仮想メモリ通信システムＭＣＳ１に関する利用権利の登録から消滅までの基本的
な動作を示すフローチャートである。
【００２６】
携帯電話２０５から、ポータルサイト２０７のユーザ登録ページにアクセスし、仮想メモ
リカード２０２のＩＤを登録すると、データサーバ２０３の大容量記憶装置２０４に使用
領域が確保され、大容量記憶装置２０４への書込みと読出しとのアクセス権利が許可され
る。
【００２７】
このアクセス権利は、ＩＤを登録してから所定のＴ１時間が経過すると、書込みが不許可
になり、読出しだけが可能になる。
【００２８】
そして、さらに、Ｔ１時間が経過してから所定のＴ２時間が経過すると、書込み、読出し
のどちらも不許可になり、アクセス権利が消滅し、それまでに大容量蓄積装置２０４に蓄
積されていたデータは削除され、確保されていた使用領域も消滅する。
【００２９】
その後、同じＩＤで再び登録すると、以前に登録したときと同様に、大容量記憶装置２０
４に新しい使用領域が確保され、上記と同様に、再登録からＴ１時間が経過するまで、書
込みと読出しとが可能になる。
【００３０】
なお、インターネット２１１経由の閲覧は、読出しだけが可能にしてあり、Ｔ１時間が経
過してからＴ２時間が経過するまで、インターネット２１１経由の閲覧が可能になってい
る。
【００３１】
ユーザがデータを保管することを望む場合、ＰＣ等を用いてインターネット経由で所望の
データを、データサーバ２０３から読出し、ＰＣに保管することが可能である。
【００３２】
また、もちろん、ユーザがＰＣ等のＰＣカードスロットやＣＦカードスロットに本仮想メ
モリカード２０２を取り付ければ、デジタルカメラ２０１と同様に、大容量記憶装置２０
４へのデータの書込みと読出しが可能であり、Ｔ２時間が経過する前にＰＣ等を利用して
データを個人のＰＣ内のハードディスクなどに転送することも可能である。
【００３３】
次に、仮想メモリ通信システムＭＣＳ１の利用権利を継続して登録する動作について説明
する。
【００３４】
図３は、仮想メモリ通信システムＭＣＳ１の利用権利を継続して登録する動作を示すフロ
ーチャートである。
【００３５】
まず、携帯電話２０５からポータルサイト２０７にアクセスし、仮想メモリカード２０２
のＩＤを登録し、これによって、データサーバ２０３の大容量記憶装置２０４に使用領域
が確保され、大容量記憶装置２０４への書込みと読出しとのアクセス権利が許可される。
【００３６】
このアクセス権利は、仮想メモリカード２０２のＩＤを登録してからＴ１時間が経過する
と、書込みは不許可となり、読出しだけが可能になる。
【００３７】
ここで、Ｔ１時間が経過してからＴ２時間が経過する前に、携帯電話２０５からポータル
サイト２０７に再びアクセスし、仮想メモリカード２０２のＩＤを再登録すると、大容量
記憶装置に確保されていた使用領域へのアクセス権利が許可され、上記ＩＤの再登録から
Ｔ１時間が経過するまで、書込みと読出しとが可能になる。
【００３８】
そして、上記ＩＤの再登録からＴ１時間が経過すると、書込みが不許可になり、読出しだ
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けが可能になる。
【００３９】
そして、上記Ｔ１時間が経過してからＴ２時間が経過すると、書込み、読出しのどちらも
不許可になり、アクセス権利が消滅し、それまでに大容量蓄積装置２０４に蓄積されてい
たデータが削除され、確保されていた使用領域も消滅する。
【００４０】
この場合、Ｔ２時間が終了する前に、ＩＤを再々登録すれば、このＩＤの再々登録からＴ
１時間だけアクセス権利が延長される。
【００４１】
最初のＴ１時間が経過する前に、ＩＤの再登録を行うと、最初のＴ１時間の残時間と新た
なＴ１時間との合計時間だけ、アクセス権利が確保される。
【００４２】
ポータルサイト２０７のユーザ登録ページにアクセスすることによって、アクセス権利の
残時間を確認することができるようにしてある。
【００４３】
次に、仮想メモリカード２０２の内部構成について説明する。
【００４４】
図４は、仮想メモリカード２０２の内部構成を示すブロック図である。
【００４５】
仮想メモリカード２０２は、無線通信を行う通信部５０１と、ＣＦカード規格のバスに接
続するカードインタフェース５０２と、仮想メモリカード２０２の全体を制御する制御部
５０３と、仮想メモリカード２０２毎に、互いに異なるＩＤ値を記録してあるＩＤ部５０
４と、メモリ５０５と、仮想メモリカード２０２への書込みまたは読出しが可能であるこ
とを示す第１のＬＥＤ５０６と、通信が可能であることを示す第２のＬＥＤ５０７とを有
する。
【００４６】
通信部５０１は、第１の基地局２０８との間で無線通信回線を接続し、データサーバ２０
３との通信路を確立する。通信部５０１は、第１の基地局２０８との間における無線接続
状況を常に監視し、第１の基地局２０８と接続可能であるときに、第２のＬＥＤ５０７を
点灯し、無線接続が可能であることをユーザに視覚的に示す。したがって、ユーザは、第
２のＬＥＤ５０７が点灯しているか消灯しているかによって、無線通信が可能であるか不
可能であるかを容易に確認することができる。無線通信が不可能であるときには、仮想メ
モリカード２０２を使用することができない。
【００４７】
カードインタフェース５０２は、ＣＦカードの規格書（ＣＦ＋ａｎｄ　ＣｏｍｐａｃｔＦ
ｌａｓｈ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ）に従って、制御部５０３をＣＦカードバスに接
続する機能を備えている。ＣＦカードバスからカードインタフェース５０２にアクセスす
ると、ＡＴＡカードとして認識される。
【００４８】
上記「ＡＴＡカード」は、ハードディスクの規格であるＡＮＳＩ規格のＡＴＡｔｔａｃｈ
ｍｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　ｆｏｒ　ＤｉｓｋＤｒｉｖｅに従ったプロトコルを備え
ているＩ／Ｏカードであり、ＣＦカードの規格書（ＣＦ＋ａｎｄ　ＣｏｍｐａｃｔＦｌａ
ｓｈ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ）においてＣＦ－ＡＴＡ　Ｄｒｉｖｅとして、レジス
タ構成からプロトコルまで詳細に定義されている。
【００４９】
したがって、ＣＦカードバス側からは、ハードディスクと同様な制御で使用できるメモリ
カードとして認識され、ＡＴＡ制御コマンドによって、データの読出しや書込みが行われ
る。
【００５０】
ＣＦカードバス側から書き込まれたＡＴＡコマンドは、制御部５０３が一旦受け取り、通
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信部５０１と第１の基地局２０８とを介して、データサーバ２０３に送られ、大容量記憶
装置２０４へのアクセスコマンドとして処理される。
【００５１】
そして、ＣＦカードバス側から書込み要求されたデータは、データサーバ２０３に転送さ
れ、大容量蓄積装置２０４に書込まれ、ＣＦカードバス側から読出しが要求されたデータ
は、大容量蓄積装置２０４から読出され、ＣＦカードバス側に転送される。
【００５２】
ＩＤ部５０４は、仮想メモリカード毎に互いに異なる個別番号（ＩＤ値）を割り当ててあ
り、制御部５０３がデータサーバ２０３にアクセスするときに、アクセス認証として使用
する。
【００５３】
このＩＤ値は、仮想メモリカード２０２の外面に印刷され、ユーザはそのＩＤ値に従って
、携帯電話２０５からＩＤを登録する。
【００５４】
メモリ５０５は、不揮発性のメモリであり、大容量記憶装置２０４にアクセスする毎に、
アクセスした後の状態に対応するパラメータを保管する。
【００５５】
このメモリ５０５には、大容量記憶装置２０４の使用済容量、空き容量、使用ファイルの
インデックス、使用期限であるＴ１時間とＴ２時間との日時を保管し、ファイル一覧等の
情報を、通信路を使用せずにＣＦカードバス側に通知することが可能である。
【００５６】
上記のように、メモリ５０５にパラメータを保管しておくことによって、ＣＦカードバス
からのアクセスに対して、応答を早くするキャッシュ機能を実現している。
【００５７】
第１のＬＥＤ５０６は、仮想メモリカード２０２が使用可能であるか否かを示すＬＥＤで
あり、ＩＤが登録されていないときに無点灯であり、ＩＤが登録されしかもＴ１時間以内
であれば青色を点灯し、ＩＤが登録されしかもＴ１時間経過後、Ｔ２時間が経過する前で
あれば赤色を点灯し、Ｔ２時間経過後には、無点灯になる。
【００５８】
したがって、ユーザは、第１のＬＥＤが青色で点灯している間は、データサーバ２０３へ
の書込みと読出しが可能であることを認識でき、第１のＬＥＤが赤色を点灯している間は
、データサーバ２０３への読出しのみが可能であり、まもなく使用権利が切れることを認
識でき、無点灯の時は、ＩＤ登録されていないことを認識することができる。
【００５９】
次に、携帯電話２０５を用いてＩＤ登録するときにおける携帯電話２０５の操作方法につ
いて説明する。
【００６０】
図５は、携帯電話２０５を用いてＩＤ登録するときにおける携帯電話２０５の操作方法を
説明する図であり、データサーバ２０３の使用権利を登録するポータルサイト２０７のユ
ーザ登録ページに、携帯電話２０５を接続したときの表示画面を示す図である。
【００６１】
本実施例では、上記Ｔ１時間を１ヶ月とし、Ｔ２時間を１０日間とし、使用容量を３０Ｍ
Ｂとし、使用料金を５００円としたとする。
【００６２】
ユーザ登録ページに接続すると、図５の（１）に示すように、ＩＤ値を入力する画面が表
示される。ここでユーザは、仮想メモリカード２０２の外面に印刷してあるＩＤ値を入力
する。
【００６３】
ポータルサイト２０７のユーザ登録ページにおいて、上記入力されたＩＤ値が有効な値で
あれば、続いて、図５（２）に示すように、大容量記憶装置２０４における所望の使用容
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量を選択する画面が表示される。
【００６４】
図５（２）に示す画面では、選択する容量に応じた使用料金も表示している。
【００６５】
ユーザが希望する容量を選択すると、図５（３）に示すような確認画面が表示される。
【００６６】
図５ (３ )に示す最終確認画面で、ユーザがＯＫを選択すると、図５（４）に示すようなメ
ッセージが表示され、ユーザが使用期限を確認することができる。
【００６７】
ポータルサイト２０７を管理する電話会社が、携帯電話２０５の電話料金と一緒に、上記
登録した内容の使用料金を、ユーザから徴収し、データサーバ２０３を運用する会社に支
払う。
【００６８】
次に、仮想メモリカード２０２のＩＤを登録し、データサーバ２０３にデータを書込み、
読出す動作について説明する。
【００６９】
図６は、仮想メモリカード２０２のＩＤを登録し、データサーバ２０３にデータを書込み
、読出すシーケンスを詳しく示す図である。
【００７０】
まず、ＩＤを登録していない状態において、仮想メモリカード２０２をデジタルカメラ２
０１に装填し、電源を入れると、仮想メモリカード２０２は、無線通信回線をデータサー
バ２０３との間で確立し、ＩＤ値に従って、接続要求する（Ｓ１）。
【００７１】
データサーバ２０３は、接続要求（Ｓ１）のＩＤ値が登録されているか否かを調べ、この
時点ではＩＤが未登録であるので、接続拒否（Ｓ２）を仮想メモリカード２０２に返す。
【００７２】
接続拒否（Ｓ２）を受け取った仮想メモリカード２０２は、アクセス権利の状態を示す第
１のＬＥＤを無点灯のままにしておく。
【００７３】
このときに、デジタルカメラ２０１からのアクセスに対して、仮想メモリカード２０２が
応答しないので、デジタルカメラ２０１は、仮想メモリカード２０２が装着されていない
と判断する。
【００７４】
次に、ユーザは、携帯電話２０５からポータルサイト２０７にアクセスし、ユーザ登録ペ
ージで、上記のようにアクセス権利を確保するためにＩＤ登録を行う（Ｓ３）と、データ
サーバ２０３にＩＤ登録の情報が通知され、上記登録されたＩＤによるデータサーバ２０
３へのアクセスが可能になり、Ｔ１時間をカウントするＴ１タイマの監視がスタートする
。
【００７５】
そして、仮想メモリカード２０２を装填したデジタルカメラ２０１の電源を再びＯＮにす
ると、仮想メモリカード２０２は、データサーバ２０３との間で、無線通信回線を確立し
、ＩＤ値に従って接続要求する（Ｓ４）。
【００７６】
データサーバ２０３は、ＩＤ値が登録されていることを確認し、Ｔ１タイマの時間内であ
るので、大容量記憶装置２０４への書込みと読出しが可能であることを、接続確認メッセ
ージで通知する（Ｓ５）。
【００７７】
この書込み読出しが可能であることを示す接続確認メッセージ（Ｓ５）を受けて、仮想メ
モリカード２０２の第１のＬＥＤ５０６が青色を点灯する。
【００７８】
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第１のＬＥＤ５０６の青色点灯を受けて、ユーザが、デジタルカメラ２０１で撮影すると
、デジタルカメラ２０１から仮想メモリカード２０２に、ＡＴＡコマンドを用いて画像デ
ータが書き込まれる。
【００７９】
仮想メモリカード２０２は、書き込まれた画像データを、通信部５０１を介して、データ
サーバ２０３に無線送信し、大容量蓄積装置２０４に転送する（Ｓ６）。
【００８０】
また、ユーザが、デジタルカメラ２０１で仮想メモリカード２０２に転送した画像を閲覧
しようとして画像ファイルを指定すると、データサーバ２０３の大容量記憶装置２０４か
ら、無線通信路を経由し、該当画像データが、仮想メモリカード２０２に受信され、デジ
タルカメラに転送される（Ｓ７）。
【００８１】
さらに、ユーザがデジタルカメラ２０１で再び撮影すると、デジタルカメラ２０１から仮
想メモリカード２０２に、ＡＴＡコマンドを用いて画像データが書き込まれ、通信部５０
１を介して、データサーバ２０３に転送する（Ｓ８）。
【００８２】
ＩＤ登録時にスタートしたＴ１タイマ監視がタイマアウトになるまで、画像データの書込
みが行われ、大容量蓄積装置２０４に確保したデータ許容量に達するまで、書込みと読出
しとが可能である。
【００８３】
ユーザが、デジタルカメラ２０１の電源を一旦切って、再び電源をＯＮにすると、その都
度、仮想メモリカードは、ＩＤ登録を確認するために、また、Ｔ１タイマとＴ２タイマと
によるアクセス制限を確認するために、接続要求（Ｓ９）をデータサーバ２０３に送信し
、データサーバ２０３からの接続確認メッセージを受け取り（Ｓ１０）、その結果に応じ
て、第１のＬＥＤ５０６を点灯または消灯する。
【００８４】
そして、書込み可能であれば、第１のＬＥＤ５０６を青色に点灯させ、上記と同様に、ユ
ーザがデジタルカメラ２０１で撮影すると、画像データを無線通信路を経由して、データ
サーバ２０３に転送する（Ｓ１１）。
【００８５】
ユーザのＩＤ登録からＴ１時間が経過し、Ｔ１タイマアウトになると、ユーザがデジタル
カメラ２０１の電源を入れ、仮想メモリカード２０２からデータサーバ２０３へ接続要求
を送信した場合（Ｓ１２）、データサーバ２０３から、ＩＤ登録がされており、アクセス
は読出しのみが可能であることを示す接続確認メッセージが送られてくる（Ｓ１３）。
【００８６】
この接続確認メッセージを受けて（Ｓ１３）、仮想メモリカード２０２の第１のＬＥＤ５
０６は、読出しのみが可能であることを示す赤色に点灯する。
【００８７】
第１のＬＥＤ５０６が赤色点灯であることを受けて、ユーザは、仮想メモリカード２０２
に書込んだ画像データの閲覧のみが可能であることがわかる。
【００８８】
ここで、上記と同様に、ユーザが、デジタルカメラ２０１で仮想メモリカード２０２に転
送した画像を閲覧しようとして画像ファイルを指定すると、データサーバ２０３の大容量
記憶装置２０４から、該当画像データが無線通信路を経由し、仮想メモリカード２０２に
受信され、デジタルカメラに転送される（Ｓ１４）。
【００８９】
ユーザのＩＤ登録からＴ２時間が経過し、Ｔ２タイマアウトになると、データサーバ２０
３のアクセス権利が削除され、大容量記憶装置２０４に蓄積されていた該当ＩＤの画像デ
ータが削除される。
【００９０】
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そして、ユーザが、デジタルカメラ２０１の電源を入れ、仮想メモリカード２０２からデ
ータサーバ２０３へ接続要求を送信すると（Ｓ１５）、データサーバ２０３から、ＩＤ登
録がされておらず、また、アクセスが不可能であることを示す接続拒否メッセージが送ら
れてくる（Ｓ１６）。
【００９１】
この接続拒否メッセージを受けて（Ｓ１６）、仮想メモリカード２０２の第１のＬＥＤ５
０６は、ＩＤ登録されていないことを示す無点灯の状態になる。
【００９２】
また、図６のシーケンスでは示していないが、Ｔ１タイマアウト以前の状態で、仮想メモ
リカード２０２からデータサーバ２０３への無線通信路が確立できないときには、仮想メ
モリカード２０２が装填されていないことをデジタルカメラ２０１が認識するので、撮影
することができない。この無線通信路が確立できるか否かを、第２のＬＥＤの点灯状態で
確認することができるので、ユーザは、撮影可能か否かを容易に判定できる。
【００９３】
[他の実施例 ]
第１の実施例では、Ｔ１タイマアウトの時間とＴ２タイマアウトの時間とを、アクセスの
有り無しにかかわらず、設定からの経過時間で計測するが、このようにする代わりに、仮
想メモリカード２０２がデータサーバに接続されている時間を累積し、Ｔ１タイマアウト
の時間とＴ２タイマアウトの時間とを、上記累積の経過時間で計測するようにしてもよい
。
【００９４】
また、第１の実施例では、仮想メモリ通信システムＭＣＳ１の使用期限を、Ｔ１時間、Ｔ
２時間で規定しているが、このように時間で使用期限を設定する代わりに、読み書きした
パケット量に応じて、仮想メモリ通信システムＭＳＣ１の使用期限を設定するようにして
もよい。
【００９５】
このように、パケットで使用期限を設定する場合でも、システム構成は、図１に示す仮想
メモリ通信システムＭＳＣ１と同様であり、仮想メモリカード２０２の構成は、図４に示
す構成と同様である。
【００９６】
図７は、読み書きしたパケット量に応じて、仮想メモリ通信システムＭＳＣ１の使用期限
を設定する動作を示すフローチャートである。
【００９７】
携帯電話からポータルサイトのユーザ登録ページにアクセスし、仮想メモリカード２０２
のＩＤを登録すると、データサーバ２０３の大容量記憶装置２０４に使用領域が確保され
、大容量記憶装置２０４への書込みと読出しとのアクセス権利が許可される。
【００９８】
このアクセス権利のＩＤ登録の後に、データサーバ２０３は、仮想メモリカード２０２か
らのアクセスによって送受信したデータパケットを累積し、累積パケット量がＡ１を超過
すると、書込みが不許可になり、読出しだけが可能になる。
【００９９】
そして、さらに累積パケット量が、Ａ２を超過すると、書込み、読出しのどちらも不許可
になり、アクセス権利が消滅し、それまでに大容量蓄積装置に蓄積していたデータが削除
され、確保されていた使用領域も消滅する。
【０１００】
その後、同じＩＤで再び登録を行うと、新たに登録したときと同様に、大容量記憶装置２
０４に新しい使用領域が確保され、先程と同様に、累積パケット量がＡ１になるまで、書
込みと読出しとが可能になる。
【０１０１】
なお、インターネット経由２１１の閲覧は、読出しだけを可能にしてあり、パケット量が
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Ａ２を超過するまで、閲覧可能になっている。
【０１０２】
ユーザがデータの保管を望むときは、ＰＣ等を用いてインターネット２１１経由で読出し
、ＰＣに保管することが可能である。
【０１０３】
なお、上記実施例を方法の発明として把握することができる。つまり、上記実施例は、メ
モリカードに、メモリインタフェースと無線通信手段とを備えさせる段階と、上記メモリ
カードと、遠隔地に設けられているデータ蓄積装置との間を、無線回線で接続する段階と
、上記メモリカードのＩＤを、上記データ蓄積装置に登録する段階と、上記メモリカード
のＩＤが上記データ蓄積装置に登録されている間に、上記メモリカードからのデータを、
上記データ蓄積装置に書き込む段階と、上記メモリカードのＩＤが上記データ蓄積装置に
登録されている間に、上記データ蓄積装置に書き込まれているデータを読み出し、この読
み出されたデータを上記メモリカードに転送する段階と、上記メモリカードからのデータ
を、上記データ蓄積装置に書き込むことができる容量を、上記メモリカードから設定する
段階とを有する仮想メモリ無線通信方法の例である。
【０１０４】
　上記説明によれば、ユーザは、仮想メモリカードを１つ購入すると、仮想メモリの容量
を任意に設定、変更することができ、無駄な出費を排除することができるという効果を奏
する。
【発明の効果】
　本発明によれば、

【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施例である仮想メモリ通信システムＭＣＳ１を示す図である。
【図２】仮想メモリ通信システムＭＣＳ１に関する利用権利の登録から消滅までの基本的
な動作を示すフローチャートである。
【図３】仮想メモリ通信システムＭＣＳ１の利用権利を継続して登録する動作を示すフロ
ーチャートである。
【図４】仮想メモリカード２０２の内部構成を示すブロック図である。
【図５】携帯電話２０５を用いてＩＤ登録するときにおける携帯電話２０５の操作方法を
説明する図であり、データサーバ２０３の使用権利を登録するポータルサイト２０７のユ
ーザ登録ページに、携帯電話２０５を接続したときの表示画面を示す図である。
【図６】仮想メモリカード２０２のＩＤを登録し、データサーバ２０３にデータを書込み
、読出すシーケンスを詳しく示す図である。
【図７】読み書きしたパケット量に応じて、仮想メモリ通信システムＭＳＣ１の使用期限
を設定する動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
ＭＣＳ１…仮想メモリ通信システム、
２０２……無線通信装置である仮想メモリカード、
２０３……データサーバ、
２０４……データを蓄積する大容量記憶装置、
２０５……ブラウザ機能を備えている携帯電話、
５０２……インタフェース手段であるカードインタフェース、
５０４……無線通信装置を個別に識別するＩＤ部。
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仮想メモリを接続する情報処理装置とは異なる携帯電話機から、仮想
メモリがデータ蓄積に利用する蓄積装置の利用権を登録できるので、仮想メモリによる蓄
積装置の利用権の登録が容易であり、また、無駄なメモリの購入による無駄な出費を防止
することができる。



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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